
 県民会館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月27日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第16号 

   県民会館条例の一部を改正する条例 

県民会館条例（昭和48年岩手県条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２中表の部分を次のように改める。 

区 分 
９時から12時ま

で 

13時から17時ま

で 

17時30分から21

時30分まで 

９時から17時ま

で 

13時から21時30

分まで 

９時から21時30

分まで 

大

ホ

ー

ル 

入場料を徴収しない場合 
土曜日及び休日 

円 

35,860 

円 

52,260 

円 

70,190 

円 

88,120 

円 

122,450 

円 

158,310 

その他の日 30,900 45,640 55,440 76,540 101,080 131,980 

1,000円未満の入場料を徴

収する場合 

土曜日及び休日 47,300 71,850 88,260 119,150 160,110 207,410 

その他の日 40,820 58,750 73,500 99,570 132,250 173,070 

1,000円以上3,000円未満

の入場料を徴収する場合 

土曜日及び休日 62,190 84,810 109,230 147,000 194,040 256,230 

その他の日 49,080 71,850 88,260 120,930 160,110 209,190 

3,000円以上5,000円未満

の入場料を徴収する場合 

土曜日及び休日 71,850 101,220 128,930 173,070 230,150 302,000 

その他の日 58,750 84,810 107,700 143,560 192,510 251,260 

5,000円以上の入場料を徴

収する場合 

土曜日及び休日 87,990 128,800 160,380 216,790 289,180 377,170 

その他の日 73,910 105,900 133,770 179,810 239,670 313,580 

中

ホ

ー

ル 

入場料を徴収しない場合 
土曜日及び休日 15,440 24,540 27,850 39,980 52,390 67,830 

その他の日 13,520 18,610 24,540 32,130 43,150 56,670 

500円未満の入場料を徴収

する場合 

土曜日及び休日 17,090 27,850 34,340 44,940 62,190 79,280 

その他の日 15,440 24,540 29,230 39,980 53,770 69,210 

500円以上1,000円未満の

入場料を徴収する場合 

土曜日及び休日 18,610 29,230 35,860 47,840 65,090 83,700 

その他の日 15,440 26,200 30,900 41,640 57,100 72,540 



1,000円以上2,000円未満

の入場料を徴収する場合 

土曜日及び休日 22,750 30,900 40,820 53,650 71,720 94,470 

その他の日 18,610 27,850 32,670 46,460 60,520 79,130 

2,000円以上の入場料を徴

収する場合 

土曜日及び休日 24,540 32,670 42,330 57,210 75,000 99,540 

その他の日 18,610 29,230 34,340 47,840 63,570 82,180 

 

改正前 改正後 

別表第３（第６条関係） 別表第３（第６条関係） 

ホール以外の室の利用料金の上限額 ホール以外の室の利用料金の上限額 

 

区 分 

９時か

ら 12時

まで 

13時か

ら 17時

まで 

17時 30

分から

21時 30

分まで 

９時か

ら 17時

まで 

13時か

ら 21時

30分ま

で 

９時か

ら 21時

30分ま

で 

  

区 分 

９時か

ら 12時

まで 

13時か

ら 17時

まで 

17時 30

分から

21時 30

分まで 

９時か

ら 17時

まで 

13時か

ら 21時

30分ま

で 

９時か

ら 21時

30分ま

で 

 

 

第

１

展

示

室 

入場料を徴収

しない場合 

円 円 円 円 円 円   

第

１

展

示

室 

入場料を徴収

しない場合 

円 円 円 円 円 円  

 2,710 4,110 4,920 6,820 9,030 11,740   2,790 4,230 5,060 7,020 9,290 12,080  

 1,000円未満の

入場料を徴収

する場合 

4,040 6,170 7,380 10,210 13,550 17,590 

  1,000円未満の

入場料を徴収

する場合 

4,160 6,350 7,590 10,510 13,940 18,100 

 

 1,000円以上の

入場料を徴収

する場合 

5,410 8,220 9,830 13,630 18,050 23,460 

  1,000円以上の

入場料を徴収

する場合 

5,570 8,460 10,110 14,030 18,570 24,140 

 

 
第

２

展

示

室 

入場料を徴収

しない場合 
8,550 12,530 15,560 21,080 28,090 36,640 

  
第

２

展

示

室 

入場料を徴収

しない場合 
8,800 12,890 16,010 21,690 28,900 37,700 

 

 1,000円未満の

入場料を徴収

する場合 

12,850 18,790 23,320 31,640 42,110 54,960 

  1,000円未満の

入場料を徴収

する場合 

13,220 19,330 24,000 32,550 43,330 56,550 

 

 1,000円以上の 17,120 25,060 31,100 42,180 56,160 73,280   1,000円以上の 17,620 25,790 32,000 43,410 57,790 75,410  



入場料を徴収

する場合 

入場料を徴収

する場合 

 第１会議室 2,710 3,650 4,590 6,360 8,240 10,950   第１会議室 2,790 3,760 4,720 6,550 8,480 11,270  

 第２会議室 3,330 4,760 5,710 8,090 10,470 13,800   第２会議室 3,430 4,900 5,870 8,330 10,770 14,200  

 第３会議室 2,210 2,710 2,990 4,920 5,700 7,910   第３会議室 2,270 2,790 3,080 5,060 5,870 8,140  

 第４会議室 1,890 2,540 2,830 4,430 5,370 7,260   第４会議室 1,940 2,610 2,910 4,550 5,520 7,460  

 第５会議室 2,210 2,830 3,490 5,040 6,320 8,530   第５会議室 2,270 2,910 3,590 5,180 6,500 8,770  

 講師控室 410 550 550 960 1,100 1,510   講師控室 420 570 570 990 1,140 1,560  

 第１和室 1,500 2,540 3,330 4,040 5,870 7,370   第１和室 1,540 2,610 3,430 4,150 6,040 7,580  

 第２和室 1,500 2,540 3,330 4,040 5,870 7,370   第２和室 1,540 2,610 3,430 4,150 6,040 7,580  

 特別室 1,410 1,850 2,130 3,260 3,980 5,390   特別室 1,450 1,900 2,190 3,350 4,090 5,540  

 ミーティングルー

ム 
2,730 3,600 4,130 6,330 7,730 10,460 

  ミーティングルー

ム 
2,810 3,700 4,250 6,510 7,950 10,760 

 

 リハーサル室 2,710 3,650 4,590 6,360 8,240 10,950   リハーサル室 2,790 3,760 4,720 6,550 8,480 11,270  

 

大ホー

ル用 

第１楽屋 1,890 2,710 3,330 4,600 6,040 7,930   

大ホー

ル用 

第１楽屋 1,940 2,790 3,430 4,730 6,220 8,160  

 第２楽屋 1,300 2,210 2,380 3,510 4,590 5,890   第２楽屋 1,340 2,270 2,450 3,610 4,720 6,060  

 第３楽屋 550 740 990 1,290 1,730 2,280   第３楽屋 570 760 1,020 1,330 1,780 2,350  

 第４楽屋 550 740 990 1,290 1,730 2,280   第４楽屋 570 760 1,020 1,330 1,780 2,350  

 
中ホー

ル用 

第１楽屋 490 550 670 1,040 1,220 1,710   
中ホー

ル用 

第１楽屋 500 570 690 1,070 1,260 1,760  

 第２楽屋 1,160 1,500 1,890 2,660 3,390 4,550   第２楽屋 1,190 1,540 1,940 2,730 3,480 4,670  

 第３楽屋 740 990 1,160 1,730 2,150 2,890   第３楽屋 760 1,020 1,190 1,780 2,210 2,970  

 第１主催者控室 410 740 740 1,150 1,480 1,890   第１主催者控室 420 760 760 1,180 1,520 1,940  

 第２主催者控室 410 740 740 1,150 1,480 1,890   第２主催者控室 420 760 760 1,180 1,520 1,940  

 第３主催者控室 410 740 740 1,150 1,480 1,890   第３主催者控室 420 760 760 1,180 1,520 1,940  

 第４主催者控室 410 740 740 1,150 1,480 1,890   第４主催者控室 420 760 760 1,180 1,520 1,940  

 第１シャワー室 490 490 490  ［略］   第１シャワー室 500 500 500  ［略］  



 第２シャワー室 490 490 490  ［略］   第２シャワー室 500 500 500  ［略］  

 第１浴室 1,160 1,160 1,160  ［略］   第１浴室 1,190 1,190 1,190  ［略］  

 第２浴室 1,160 1,160 1,160  ［略］   第２浴室 1,190 1,190 1,190  ［略］  

 ［略］  ［略］ 

別表第４（第６条関係） 別表第４（第６条関係） 

駐車場の利用料金の上限額 駐車場の利用料金の上限額 

 区 分 利用料金の上限額   区 分 利用料金の上限額  

 乗車定員が30人以上の乗合自動車 駐車時間１時間までごとに840円   乗車定員が30人以上の乗合自動車 駐車時間１時間までごとに860円  

 その他の４輪以上の自動車 駐車時間１時間までごとに420円   その他の４輪以上の自動車 駐車時間１時間までごとに430円  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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